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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体の外側へと延在する基端と、多重組織層の近傍に位置される末端とを有する長寸管
状部材と、
　前記管状部材の前記末端の近傍に位置されるべく、かつ、前記多重組織層内の少なくと
も一層を把持すべく構成された把持器と、同把持器は、
　　吸引源への接続部を有する基端部材と、
　　前記基端部材に延びる基端と、前記管状部材の前記末端に近接して延びる末端と、を
有する長寸導管であって、接続部と流体連通する内孔を有する導管と、
　　前記導管の前記末端に接続される末端部材と、同末端部材は前記吸引源と連通する開
口を画成し、前記吸引が行なわれるときに、前記多重組織層の少なくとも一つを把持する
ように構成されることと、を有することと、
　前記管状部材の前記末端に連結されて前記多重組織層を相互に折畳む末端部材と、該開
口は、開口を通した吸引の方向が末端部材の軸に対して直交するように末端部材の側面に
配向されることと、
　前記組織内に挿入されて該組織層を相互に保持すべく構成された組織締着具と、
　前記組織締着具を前記組織層内で、展開する締着具投入システムと、を有する、
　身体の多重組織層を締着するデバイス。
【請求項２】
　身体の外側への延在する基端と、組織層の近傍に位置される末端とを有する長寸管と、
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　前記管の前記基端に連結された起動用ハンドルであって吸引源に接続される接続部を含
む起動用ハンドルと、
　前記管の前記末端に連結された末端部材であって、該末端部材は、吸引が行われたとき
に組織層の少なくとも一つを把持するために前記吸引源と流体連通する開口を画成する末
端側部材を含み、該開口は、開口を通した吸引の方向が末端部材の軸に対して直交するよ
うに末端部材の側面に配向されることと、該末端部材は、吸引により把持された組織を保
持する保持部材を更に含む、末端部材と、を有し、該保持部材は顎部アセンブリと、
　前記組織内に挿入されて該組織層を相互に保持すべく構成された組織締着具と、
　前記組織締着具を前記組織層内で、展開する締着具投入システムと、を含む、
　身体の組織層を把持および締着するデバイス。
【請求項３】
　本体と、
　前記本体に枢着された折畳み用アームと、を有する前記末端部材であって、
　前記折畳み用アームは、前記本体に対して枢動するように構成される、
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記末端部材は、前記本体と前記折畳み用アームとの間の前記多重組織層を受けるよう
に構成される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記折畳み用アームは、前記折畳み用アームが閉じ位置のときに、本体の外側面に実質
的に面一に構成される、請求項３または４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記折畳み用アームは、前記組織締着具の通過を可能にするように構成される、開口を
含む、請求項３または４に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記開口は、前記折畳み用アームのほぼ全長に沿って延びて、前記開口は、一つの端部
に開口端部を有する、請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記折畳み用アームは、前記本体に面する表面に少なくとも一つの摩擦促進部材を含む
、請求項３または４に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記末端部材は、テーパー付けされた末端部分を有する請求項１、および３乃至８のい
ずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記末端部材の動作を制御するように構成された起動部材を更に有し、前記起動部材は
、
　前記管状部材の前記基端に近接するハンドルと、
　前記末端部材に前記ハンドルを連結するための長寸部材と、を有する、
　請求項３に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記起動部材は、身体からの流体の流れを防ぐための少なくとも一つのシール部材を含
む、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記長寸部材は、前記管状部材の内孔を介して延びる、請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記長寸部材は、少なくとも一つのケーブルである、請求項１０乃至１２のいずれか一
項に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記長寸部材は、前記本体の長さに沿って、前記折畳み用アームの一部分に沿って、前
記ハンドルから延びていて、
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　前記長寸部材の軸心移動が、前記本体に対して前記折畳み用アームの枢動を生じる、
　請求項１０乃至１３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記本体は、前記本体の長さに沿って形成される二つの経路を含み、
　前記長寸部材は、前記二つの経路を貫通し、前記経路の前記本体に対して、自由にスラ
イドできる、請求項１４に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記長寸部材が沿って進む前記折畳み用アームの一部分は、溝を含む、請求項１４また
は１５に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記ハンドルは、少なくとも一つの前記長寸部材をスライド可能に移動するための、駆
動機構を含む、請求項１０乃至１６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記ハンドルは、前記駆動機構に関連付けられる回転可能な部材を含み、
　前記回転可能な部材の回転動作は、前記長寸部材の軸動作を生じる請求項１７に記載の
デバイス。
【請求項１９】
　前記管状部材は、身体中の蛇行経路を縦走するように実質的に撓曲可能である、請求項
１、および３乃至１８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記管状部材と前記末端部材との間の接続のための末端アダプタを更に有する、請求項
１、および３乃至１９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記ハンドルと前記管状部材との間の接続のための基端アダプタを更に有する、請求項
１０乃至１８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記把持器は、前記把持器の前記管状部材の内孔への挿入を可能にするように、前記管
状部材の内径より小さい外形を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記末端部材は、長寸ヘッドと凹状インサートを有し、前記ヘッドと前記インサートは
、それらの間に空間を形成するようにお互いに係合される、請求項１または２に記載のデ
バイス。
【請求項２４】
　前記凹状インサートは透光性がある、請求項２３に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記吸引によって把持された前記組織層を保持するための、前記開口に近接して配置さ
れる保持部材を更に有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記把持器によって把持された、前記組織層を保持するための保持部材を更に有する、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項２７】
　前記保持部材は、顎部アセンブリを含む、請求項２５または２６に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記顎部アセンブリは、前記可撓部材が、可撓部材に取り付けられた一対の顎部を有し
、前記可撓部材が、前記吸引によって把持された前記組織層の保持を可能にするように変
形されたときに、前記一対の顎部がお互いに向かって動く、請求項２７に記載のデバイス
。
【請求項２９】
　前記可撓部材は、開き付勢されている請求項２８に記載のデバイス。
【請求項３０】
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　前記可撓部材を変形するように構成される起動デバイスを更に有する、請求項２８また
は２９に記載のデバイス。
【請求項３１】
　前記起動デバイスは、前記可撓部材から基端部材に延びるワイヤーを有する、請求項３
０に記載のデバイス。
【請求項３２】
　前記吸引源から前記末端部材への吸引経路をシールするために少なくとも一つのシール
部材を更に有する、請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項３３】
　前記デバイスの身体への挿入中に、前記デバイスの少なくとも一部分を覆うような、取
り外し可能な保護デバイスを更に有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３４】
　前記保護デバイスは、スリーブと、身体の外側に前記管状部材の内孔を通って伸びるよ
うな十分な長さを有する管とを、含む、請求項３３に記載のデバイス。
【請求項３５】
　前記スリーブは、前記管によって、前記管状部材の前記内孔を介して引き戻されるよう
に構成される、請求項３４に記載のデバイス。
【請求項３６】
　前記スリーブの少なくとも一部分はメッシュを含む、請求項３４または３５に記載のデ
バイス。
【請求項３７】
　前記スリーブは、その末端部に開口を有する、請求項３４乃至３６のいずれか一項に記
載のデバイス。
【請求項３８】
　前記スリーブの開口は、内視鏡の通過を許容するように構成される、請求項３７に記載
のデバイス。
【請求項３９】
　前記スリーブの少なくとも一部分は、透光性がある請求項３４乃至３８のいずれか一項
に記載のデバイス。
【請求項４０】
　前記スリーブは、膨張可能なバルーンを有する請求項３４に記載のデバイス。
【請求項４１】
　前記管は、流体源から膨張流体を供給するためにバルーンと流体連通する、請求項４０
に記載のデバイス。
【請求項４２】
　前記バルーンは、テーパー付けされたほぼ中空で円筒状の部材を形成する、請求項３９
または４１に記載のデバイス。
【請求項４３】
　前記バルーンは、該バルーンが収縮状態のときに、基端方向に該バルーンが引くことに
よって、前記管状部材を介して、前記バルーンを引き抜くことを可能にするように十分に
可撓性がある、請求項４０乃至４２のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項４４】
　前記締着具投入システムは、
　身体の外側に延びる基端と、前記多重組織層に近接して位置される末端と、を有する長
寸管と、
　前記管の前記末端に連結されたヘッドであって、前記組織締着具に保持されるように構
成されるスロットを有するヘッドと、
　前記管の前記基端から前記管の内孔を介して、前記ヘッドのスロットに延びるように構
成されたニードルと、を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４５】
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　前記ヘッドは、前記スロットに前記ニードルをガイドするための溝を含む、請求項４４
に記載のデバイス。
【請求項４６】
　前記組織締着具は、基端部材と連結部材を介して基端部材に接続された末端部材を含み
、前記締着具の前記基端部材と末端部材の少なくとも一つは、展開のためにスロット内に
載置されるように構成される、請求項４２乃至４５のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項４７】
　前記締着具が展開された後で、該組織締着具の過剰な接続部材を切断するように構成さ
れる切断部材を更に有する、請求項４６に記載のデバイス。
【請求項４８】
　前記ヘッドは、前記切断部材を受けるための第二のスロットを含む、請求項４７に記載
のデバイス。
【請求項４９】
　前記ニードルの前記末端部分は湾曲される、請求項４４乃至４８のいずれか一項に記載
のデバイス。
【請求項５０】
　前記ニードルは、前記組織締着具の展開の間に、前記組織層を穿孔するための鋭角の末
端と、前記ニードルの前記基端に連結されるニードル・ドライバーと、を含む、請求項４
４乃至４９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項５１】
　前記管の前記基端に連結される駆動ハンドルであって、前記ニードルの動作を制御する
ように構成される駆動ハンドルを更に有する請求項５０に記載のデバイス。
【請求項５２】
　前記ニードル・ドライバーと前記ドライバー・ハンドルは、前記ニードルの軸心動作と
回転動作の少なくとも一つを制限するように構成される、請求項５１に記載のデバイス。
【請求項５３】
　前記ニードルの導管にスライド可能に挿入されるように構成される押圧器を更に有する
、請求項５２に記載のデバイス。
【請求項５４】
　前記押圧器は、前記組織締着具の少なくとも一部分を把持するように構成される把持部
材を含む、請求項５３に記載のデバイス。
【請求項５５】
　前記組織締着具は、第一の部材と第二の部材と、前記第一の部材と前記第二の部材との
間に接続する接続部材と、を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５６】
　前記接続部材は、縫合糸、バー、コイルおよびスプリングからなるグループから選択さ
れる、請求項５５に記載のデバイス。
【請求項５７】
　前記第一の部材と前記第二の部材は、実質的に同一である、請求項５５または５６に記
載のデバイス。
【請求項５８】
　前記第一の部材と前記第二の部材の一つは、他の前記第一の部材と第二の部材より大き
い占有面積を有する、請求項５５または５６に記載のデバイス。
【請求項５９】
　前記第一の部材と第二の部材の少なくとも一つは、ドーム型である、請求項５５乃至５
８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６０】
　前記第一の部材は、前記接続部材に固定的に取り付けられ、前記第二の部材は、前記接
続部材に沿って移動可能である、請求項５５乃至５９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６１】
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　前記第一の部材と第二の部材の間の前記接続部材の張力を調整するように張力調整部材
を更に有する、請求項５９に記載のデバイス。
【請求項６２】
　前記第二の部材は前記接続部分を貫通する開口を有し、前記張力調整部材は、前記第二
の部材に取り付けられ、前記第二部材に対して前記接続部分の動作を選択的に可能にする
ように構成される摩擦部材を有する、請求項６１に記載のデバイス。
【請求項６３】
　前記張力調整部材は、前記第二の部材に対して、一方向だけに、前記接続部材の動作を
可能にするように構成される、請求項６１または６２に記載のデバイス。
【請求項６４】
　前記第二の部材は、第一の開口と第二の開口の間をスロットにより連通する、第一の開
口と第二の開口を有し、
　前記接続部材は、複数の停止部材を有し、
　前記第一の開口は、前記第一の開口を介して前記停止部材の通過を可能にするように、
前記停止部材の断面積よりも大きくて、
　前記第二の開口は、前記第二の開口を介して前記停止部材の通過を許可しないように、
前記停止部材の断面積よりも小さくて、
　前記スロットは、前記停止部材以外の前記接続部材の通過を可能にするように十分大き
くて、
　前記接続部材は、前記接続部材の所望のレベルの張力に調整するように前記第一の開口
に位置されて、一度、所望の張力に達すると、前記接続部材は、前記第二の部材に対して
、前記停止部材の一つを固定的に保持するように、前記第二の開口に移動される、請求項
６０に記載のデバイス。
【請求項６５】
　前記末端部材は、前記末端部材を内視鏡デバイスに挿入可能なように、前記内視鏡デバ
イスの内径よりも小さい外径を有する、請求項２に記載のデバイス。
【請求項６６】
　前記長寸管は、前記吸引源と前記末端部材の前記開口との間で、流体連通する内孔を含
む、請求項２に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　＜関連出願に対する相互参照＞
　本出願は、本出願と同日に出願されると共に「組織締着具および関連する展開システム
および方法(TISSUE FASTENERS AND RELATED DEPLOYMENT SYSTEMS AND METHODS)」と称さ
れて本発明と同様に本出願人に譲渡されたロバート・デブリース等(Robert DeVries et a
l.)の米国特許出願第10/230,672号に関連する。本出願はまた、2001年8月3日に出願され
ると共に「内視鏡器具に対する保護スリーブおよび関連使用法(PROTECTIVE SLEEVE FOR A
N ENDOSCOPIC INSTRUMENT AND RELATED METHOD OF USE)」と称されて本発明と同様に本出
願人に譲渡されたイェム・チン(Yem Chin)の米国特許出願第09/920,809号にも関連する。
これらの出願の全ての開示内容は言及したことにより本明細書中に援用される。
【０００２】
　本発明は、内視鏡式デバイスおよび関連方法に関する。特に本発明は、たとえば胃食道
逆流疾患(GERD)を治療する胃底組織皺襞形成処置にて用いられる内視鏡式デバイスおよび
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　食道に胃酸が進入した場合、胃食道逆流(gastroesophageal reflux)が生ずる。食道内
へのこの酸の逆流は健康な人でも自然に生ずるが、その他の場合には病理学的状態に至る
こともある。胃食道逆流の影響は、穏やかなものから過酷なものまでに及ぶ。穏やかな影
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響としては胸焼け、すなわち、胸骨の背後で感ずる灼熱感が挙げられる。更に過酷な影響
としては、食道糜爛(びらん)、食道潰瘍、食道狭窄、異常上皮組織(たとえばバレット食
道)および／または肺誤嚥などの種々の合併症が挙げられる。食道内への胃酸の逆流から
帰着するというこれらの種々の臨床状態および組織構造における変化は概略的に、胃食道
逆流疾患(GERD)と称される。
【０００４】
　健康な人においては胃食道逆流を防止すべく多くのメカニズムが寄与する。斯かるメカ
ニズムのひとつは、下部食道括約筋(LES)の機能である。図１を参照すると、LES2は平滑
筋のリングであると共に、食道の最後の約４センチに存在する大きな環状厚みを有する。
その静止状態においてLESは、胃7内への食道3の開口において(胃内圧力よりも約15～30mm
Hgだけ高い)高圧の領域を生成する。この圧力により食道3は本質的に閉成されることから
、胃の内容物は食道3内へ逆戻りし得ない。LES2は嚥下および食道における蠕動に応じて
開成することで、胃内への食物の通過を許容する。但し開成の後で、適切に機能するLES2
はその静止状態もしくは閉成状態へと戻らねばならない。こうして健康な人にLES2の過渡
的弛緩が生ずると、典型的には偶発的な胸焼けの状態に帰着する。
【０００５】
　胃底5と食道3との間に生ずる身体的相互作用もまた、胃食道逆流を防止する。胃底5は
、食道3の末端における胃7の頂部に位置する胃の小葉(lobe)である。無症候性の人では、
胃7が食物および／または気体により満杯であるときに食道3の開口に対して胃底5が圧力
をかける。これにより実効的に胃7に対する食道開口は閉成され、食道3内への酸逆流の防
止が促進される。より詳細には、食物塊が胃酸に浸漬されたときにそれは気体を放出して
胃7の胃底5は拡張されることから末端側食道3に圧力を及ぼしてそれを押し縮める。食道
の内孔が押し縮められると、閉成された食道内孔を通過して跳ね上がる胃酸に対するスペ
ースは減少することから、基端側食道は破滅的接触から保護される。
【０００６】
　GERDを有する人の場合、過渡的LES弛緩の増大、静止の間におけるLESの筋張力の減少、
または、損傷に対して食道組織が抵抗しもしくは損傷の後で食道組織自体がそれを修復す
る能力の欠如、のいずれかによりLESは異常的に機能する。これらの状態は多くの場合、
過食；カフェイン、チョコレートもしくは脂肪食物の摂取；喫煙；および／または；裂孔
ヘルニア(hiatal hernia)により悪化する。これらの悪化メカニズムを回避すればGERDに
伴う不都合な副作用の抑制が促進されるが、根本的な疾患メカニズムは変わらない。
【０００７】
　GERDもしくはその他の副作用の結果として通常のLES機能が阻害された患者の酸逆流を
防止すべく、概略的には胃底皺襞形成術(fundoplication)として知られる手術処置が開発
されてきた。図２に示すように、この処置は、胃底壁6を食道壁4の基端に密接させること
で、胃7内への食道開口の閉成を促進する段階を含む。習用的にこの処置は開腹手術(open
 surgery)として実施されるが、腹腔鏡的にも実施されてきた。
【０００８】
　一切の手術と同様に、付随するリスクは大きい。開腹手術を実施する際には比較的大寸
の切開が必要であることから、比較的に大量の血液が失われ、感染のリスクは増大し、術
後ヘルニアに対する可能性も高い。更に、開腹手術の実施に必要な比較的大寸の切開によ
り、該切開が治癒するには相当の回復期間が必要である。
【０００９】
　腹腔鏡処置は、トロカール・ポート(trocar port)のための側腹切開(腹壁に対する貫通
)、経皮的な内視鏡式胃切開(皮膚から胃内への切開)、および、たとえばステープラ、内
視鏡および食道マニピュレータ(内挿式デバイス)などが貫通挿入されるポートの設置を実
施する段階を含み得る。内視鏡による視認の下で上記食道マニピュレータは、食道3の内
側部分を胃7内へ引張るべく用いられる。胃の基底部5が皺襞(しわひだ)形成されて食道が
所定位置とされたとき、食道の下端部の回りの位置へとステープラが移動されると共に、
皺襞形成された基底部は食道3に対してステープル綴じされる。上記プロセスは、所望の
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胃底皺襞形成が達成されるまで、種々の軸心的および回転的位置にて反復され得る。この
処置は依然として胃を貫通する切開を必要とするので比較的に侵襲的であり、感染のリス
クがある。また腹壁における切開の箇所は、胃内に含まれる敗血性流体(septic fluid)の
漏出により引き起こされ得る敗血症などの他の不都合な影響のリスクを呈する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　故に本発明の目的は、胃底皺襞形成処置を実施する侵襲性の低いデバイスおよび方法を
提供することにある。これは、食道を介して内腔内的に投入されることで、非常に侵襲的
であり生理学的に損傷的である手術処置に対する必要性を排除し得る胃底皺襞形成デバイ
スを利用することで達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本明細書中において具現され、かつ、広範囲に記述された様に上記利点を達成すべく、
かつ、本発明の目的に依れば、本発明のひとつの見地は身体の多重組織層を締着するシス
テムを提供する。該システムは、たとえば、身体の外側へと延在する基端と、多重組織層
の近傍に位置される末端とを有する長寸管状部材と、上記管状部材の上記末端の近傍に位
置されるべく、かつ、上記多重組織層の内の少なくとも一層を把持すべく構成された把持
器と、上記管状部材の上記末端に連結されて上記多重組織層を相互に折畳むデバイスと、
上記組織層内に挿入されて該組織層を相互に保持すべく構成された組織締着具と、上記組
織締着具を上記組織層内に挿入する締着具用ヘッドとを含む種々の構成要素を含み得る。
別の見地に依れば本発明は、これらの種々の構成要素を用いて組織締着具を挿入し、かつ
、多重組織層を相互に締着する関連方法を含む。
【００１２】
　更なる見地に依れば本発明は、身体の多重組織層を相互に折畳むデバイスを包含する。
該デバイスは、身体の外側へと延在する基端と、多重組織層の近傍に位置される末端とを
有する長寸管と、上記管の上記基端に連結された起動用ハンドルと、上記管の上記末端に
連結された末端部材であって、固定部分と、該固定部分に枢着された折畳み用アームとを
含む末端部材と、上記管を貫通延在して上記ハンドルおよび上記折畳み用アームを接続す
る長寸部材とを含み得る。上記ハンドルの少なくとも一部が回転すると上記長寸部材は並
進されることで上記折畳み用アームは閉じ位置から開き位置へと枢動される。別の見地に
依れば本発明は、斯かるデバイスを用いて多重組織層を相互に折畳む関連方法を包含する
。
【００１３】
　更に別の見地に依れば本発明は、手術用デバイスの内孔内的投入の間に身体の内孔を保
護するデバイスを包含する。該デバイスは、手術用デバイスを受け入れるために当該バル
ーンの丈の少なくとも一部に沿い内部空間を画成する実質的に円筒状の膨張可能バルーン
と、膨張用流体源に接続されるポートを有するハンドルと、上記ポートを上記バルーンに
接続する中空の長寸管とを備えて成る。別の見地に依れば本発明は、手術用デバイスの挿
入の間に内孔を保護する保護デバイスを用いる関連方法を包含する。
【００１４】
　更に別の実施例に依れば本発明は、身体の組織を把持するデバイスを包含する。該デバ
イスは、身体の外側へと延在する基端と組織の近傍に位置される末端とを有する長寸管と
、上記管の上記基端に連結された起動用ハンドルであって真空源に接続される接続部を含
む起動用ハンドルと、上記管の上記末端に連結された末端部材であって、該末端部材は上
記真空源と流体連通する開口を画成する末端ヘッドを含み、該末端部材は吸引により上記
開口内に受容された組織を把持する各顎部を更に含む、末端部材とを含み得る。別の見地
に依れば本発明は、組織を把持する上記把持デバイスを用いる関連方法を包含する。
【００１５】
　更に別の見地に依れば本発明は、多重組織層に対して組織締着具を投入するデバイスを



(9) JP 4782421 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

包含する。該デバイスは、身体の外側へと延在する基端と、多重組織層の近傍に位置され
る末端とを有する長寸管と、上記管の上記末端に連結されると共に、組織締着具を保持す
べくスロットを有するヘッドと、上記管の内孔を通り、上記ヘッドにおける湾曲溝を通り
上記スロットに至るべく構成されたニードルとを含み得る。別の見地に依れば本発明は、
組織層に対して、かつ、該組織層内に組織締着具を投入する上記投入デバイスを用いる関
連方法を包含する。
【００１６】
　別の見地に依れば本発明は、当該長寸管状部材の末端が組織層の近傍となる如く長寸管
状部材を身体通路内へと挿入する段階と、上記管状部材の上記末端の近傍に把持器を位置
決めする段階と、多重組織層の内の少なくとも一層を把持する段階と、上記管状部材の末
端部材により上記多重組織層を相互に折畳む段階と、上記組織層内へと組織締着具を挿入
して各組織層を相互に保持する段階とを備えて成る、多重組織層を相互に締着する方法を
包含する。
【００１７】
　本発明の付加的な目的および利点は、以下に続く記述において部分的に示され、かつ、
該記述から部分的に明らかであり、または、発明を実施することで理解され得る。本発明
の目的および利点は、添付の各請求項において特に指摘された要素および組み合わせによ
り実現かつ達成される。
【００１８】
　上述の概略的な説明および以下の詳細な説明はいずれも例示的で説明的なものにすぎず
、権利請求された発明を制限するものでないことは理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に、その各例は添付図面に示される本発明の好適実施例を詳細に参照する。同一もし
くは同様の部材を参照すべく、各図を通して可能であるときは常に同一の参照番号が使用
される。
【００２０】
　図２、３に示すように、内視鏡式胃底皺襞形成術(endoscopic fundoplication)と称さ
れて新たに開発された胃底皺襞形成術の形態は、胃底壁6が食道壁4上へ折り戻され、かつ
、食道3の回りに巻回されるという内腔内処置(endoluminal procedure)である。その場合
、食道3と胃底5との間に形成された組織折畳部1は、たとえば図３に示された複数個の二
重「Ｔ」形状締着具200などの適切な締着手段により固定される。内視鏡式胃底皺襞形成
術は、必要な医療器具の挿入が食道3を介して行われるという内腔内処置として実施され
得る。斯かる処置は従前の技術と比較して侵襲性が低く、更に迅速であり、かつ、更に低
コストであるという利点を有する。
【００２１】
　たとえば胃底皺襞形成処置において用いられる本発明の実施例に係る内孔内的システム
は、所定数の個別構成要素を含み得る。これらの構成要素は「Ａ」形状フレーム・デバイ
ス、保護デバイス、内挿式デバイス(invagination device)、締着具投入システム、およ
び、少なくとも一個の組織締着具を含み得るが、その各々は以下の各節にて記述される。
【００２２】
＜「Ａ」形状フレーム・デバイス＞
　図４は、本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム・デバイス10を示している。「Ａ」
形状フレーム・デバイス10は、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20、「Ａ」形状フレーム用ハ
ンドル30および降下管15を含む。「Ａ」形状フレーム・ヘッド20および「Ａ」形状フレー
ム用ハンドル30は各々、本明細書中で更に示されて記述される末端側アダプタ12および基
端側アダプタを介して降下管15に接続される。降下管15は身体の外側から身体内の部位ま
で延在し得ると共に、たとえば胃食道接合部位に至る身体内の蛇行経路を縦走するに十分
なほど撓曲可能である。降下管15は、これもまた本明細書中において更に記述される複数
の内孔であって、種々の手術デバイス、ならびに、該手術デバイスを操作するケーブルお
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よびロッドなどの関連起動手段を包囲すべく設計された複数の内孔を包含する。
【００２３】
　図５～図７は、夫々、折畳み用アーム25が収縮もしくは閉じ位置とされた本発明の実施
例に係る「Ａ」形状フレーム・ヘッド20の側面図、平面図および前面図である。「Ａ」形
状フレーム・ヘッド20は、本体21および折畳み用アーム25を有する比較的に短寸の円筒管
である。「Ａ」形状フレーム・ヘッド20は、ステンレス鋼およびチタンなどの金属、ポリ
マ、セラミクスまたはそれらの任意の組合せで作成され得る。「Ａ」形状フレーム・ヘッ
ド20はテーパ付けされた末端を有することで、たとえば輪状咽頭領域などの身体の狭幅内
孔を介して容易に通過され得る。折畳み用アーム25の基端(すなわちアーム25が開き位置
とされたときの最基端側部分)は、本体21の末端部分内に配設された枢動部材27に回動可
能に連結される。枢動部材27は、ピン、または、他の任意の適切な機構とされ得る。折畳
み用アーム25の外側形状は好適には、閉じ位置において該折畳み用アーム25が本体21の外
側面と実質的に面一となり本体21の略円筒状の外側形状を形成する如き形態とされる。
【００２４】
　図８、９は、折畳み用アーム25が延伸もしくは開き位置とされた本発明の実施例に係る
「Ａ」形状フレーム・ヘッド20を示している。上記開き位置において折畳み用アーム25は
回動可能に延在することで、折畳まれるべき多重組織層を折畳み用アーム25と本体21との
間に受容する。折畳み用アーム25は略U形状の形態を有してその丈に沿う開口26もしくは
スロットを画成することで、多重組織層が相互に折畳まれて締着の準備ができたなら、締
着デバイスおよび締着部材の通過を許容する。折畳み用アーム25の内面上にはたとえば複
数の歯部28などの摩擦増進部材が形成されることで、折畳み操作および保持操作の間にお
いて組織層が緊密に保持される。これに加えて「Ａ」形状フレーム・ヘッド20の少なくと
も一部はポリマもしくは弾性材料で被覆されることで、組織と「Ａ」形状フレーム・ヘッ
ド20との間の更に柔軟な接触を提供し、かつ、組織に対する「Ａ」形状フレーム・ヘッド
20の把持を増進する。
【００２５】
　図１０、１１ならびに図５～図９を参照すると本明細書中において、本発明の実施例に
係る「Ａ」形状フレーム・ヘッド20の折畳み可能アーム25の開閉操作が記述される。この
実施例において折畳み用アーム25の開閉操作は、本明細書中において更に記述される「Ａ
」形状フレーム用ハンドル30内の適切な機構により起動され得る一対の可撓ケーブル22ま
たはワイヤにより行われる。一対のケーブル22の各々は、これもまた本明細書中において
更に記述される降下管15内に形成されたケーブル用内孔を介し、「Ａ」形状フレーム用ハ
ンドル30から「Ａ」形状フレーム・ヘッド20まで延在する。図５～図９に示すように、各
ケーブル22は、本体21の各側部21a、21bの丈に沿い形成された２本のケーブル経路22a、2
2bの一方を貫通する。ケーブル22は、次に、折畳み用アーム25内のケーブル用開口24を通
り、折畳み可能アーム25の末端部分に沿い形成されたケーブル溝22cの回りに追随し、本
体21における２つのケーブル経路22a、22bの他方内へと戻り通過する。ケーブル22は、次
に、降下管15のケーブル用内孔を介して「Ａ」形状フレーム用ハンドル30へと戻り延在す
ることで、ループを形成する。好適には、本体21の各側部に形成されたケーブル経路22a
、22bは補強済み内孔であることから、上記ケーブルはケーブル経路22a、22bに沿い自由
に摺動し得る。
【００２６】
　図１０、１１から最適に理解される如く、折畳み用アーム25のケーブル溝部分内のルー
プケーブル22に対しては、たとえば剛性ボール23などの繋止部材が固定的に取付けられる
。好適にはケーブル溝22cの一部は、開閉操作の間において剛性ボール23が所定位置に保
持されるボール・ソケット23aを形成する。操作時には図１０、１１において矢印で示さ
れた方向にケーブル22を摺動可能に変位させることで、折畳み用アーム25は開閉される。
より詳細には、反時計方向におけるケーブル22の摺動動作により、折畳み用アーム25の末
端縁部にはトルクが付与され、かつ、折畳み用アーム25は枢動部材27に関して回動可能に
開成される。一方、時計方向におけるケーブル22の摺動動作により折畳み用アーム25には
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内方に向かうトルクが付与され、かつ、該折畳み用アームは閉成される。折畳み可能アー
ム25の操作は図５～図１１の代表的実施例に関して記述されるが、業界公知の他の任意の
適切な機構が代替的に用いられ得ることを理解すべきである。
【００２７】
　図１２は、本発明の実施例に係る多層式降下管15の種々の組立て段階を示している。該
図の頂部に示すように、降下管15は、可撓ポリマ編組材料により補強された略円筒状のポ
リマ管16を含んでいる。「Ａ」形状フレーム・ヘッド20との接続のために、管16の末端に
は末端側アダプタ12が取付けられる。末端側アダプタ12と管16との間の取付けは、干渉摩
擦嵌めにより達成され得る。図１３は、末端側アダプタ12を詳細に示している。末端側ア
ダプタ12はポリマ材料により充填された比較的に短寸の剛性片であり、かつ、種々の手術
デバイスおよび関連ケーブルに対する通路を提供する複数の内孔11a、11b、13、14を有す
る。この実施例において上記複数の内孔は、「Ａ」形状フレーム・ヘッドを操作するケー
ブル22に対する４本のコイル孔管11a、11bと、内視鏡に対する内視鏡用内孔13と、弧状の
形態を有する主要作業チャネル14であってたとえば把持器および組織締着具投入システム
などの種々の手術デバイスに対する通路を提供する主要作業チャネル14とを含む。好適に
は、少なくとも主要作業チャネル14および内視鏡用内孔13はポリマ編組材料により補強さ
れる。末端側アダプタ12の外面は複数の開口19を含み、該開口を介してポリマ充填材料は
円筒状管16の内面と接触することで、円筒状管16と末端側アダプタ12との間の接着が増進
される。末端側アダプタ12の外側面は、組立ての間において「Ａ」形状フレーム・ヘッド
20に対して主要作業チャネル14を示して整列するためのマーク19aを含んでいる。アダプ
タ12の末端は、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20との接続のための複数の孔9を含む。アダ
プタ12の基端における開口19と同様に、上記孔の幾つかにおいてアダプタ12におけるポリ
マ充填材料は「Ａ」形状フレーム・ヘッド20の末端部分の内面と接触することで、「Ａ」
形状フレーム・ヘッド20と末端側アダプタ12との間の接着が増進される。他方、上記孔の
幾つかはネジにより「Ａ」形状フレーム・ヘッド20および末端側アダプタ12を接続するた
めに用いられる。
【００２８】
　図１２に示すように、末端側アダプタ12が降下管15の末端に取付けられたなら、円筒状
管16はポリマ編組材料17の層で覆われる。末端側アダプタ20を介して「Ａ」形状フレーム
・ヘッド20が降下管15に接続された後、降下管15は図１２の底部に示されたPVCなどのポ
リマ材料により被覆される。
【００２９】
　図１４は、降下管15の基端を「Ａ」形状フレーム用ハンドル30に対して接続すべく用い
られる基端側アダプタ29を示している。基端側アダプタ29は好適には、種々の手術デバイ
スおよび関連ケーブルに対する通路を提供する大寸内孔31を含む比較的に短寸の剛性片で
ある。基端側アダプタ29はまた、組立ての間において大寸内孔31の主要作業チャネル部分
を「Ａ」形状フレーム用ハンドル30に対して示して整列するためのマーク32も含んでいる
。
【００３０】
　図１５は、本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム用ハンドル30の個別構成要素を示
す分解図である。「Ａ」形状フレーム用ハンドル30は、ハンドル・カバー33と、軸受プレ
ート36および漏斗状部材35を有する前側遷移片34と、複数のシール部材37と、起動デバイ
ス38と、内面に起動ギヤ46を備えたハンドルノブ45と、背面プレート47とを含む。図１５
はまた、これらの種々の構成要素を相互に取付ける複数のピン、ネジまたは他の同様の手
段も示している。図１６は、本発明の別実施例に係る「Ａ」形状フレーム用ハンドル30を
示している。この実施例は、漏斗状部材35および複数のシール部材37が、本明細書中にお
いて更に記述される背面プレート47a上のシール・プレート48およびシールされたチャネ
ル52、53により置き換えられたことを除き、図１５に示された実施例と実質的に同一であ
る。
【００３１】



(12) JP 4782421 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

　ハンドル・カバー33は好適には一体片ポリマであり、かつ、ノブ45を除きハンドル30の
全ての構成要素を包囲する。前側遷移片34はカバー33の最末端部分において該カバー33に
弾性係合すると共に、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20と上記ハンドルとの間における機械
的接続に対するスペーサとして機能する。漏斗状部材35は、遷移片34の内側に嵌合する形
態とされると共に、上記デバイスを胃の気体および流体からシールする手段を提供する。
軸受プレート36は遷移片36を覆う。複数のシール部材37は、胃の気体および流体に対する
付加的かつ冗長的なシール手段を提供する。ノブ45を除く全ての構成要素がカバー33内に
組立てられたなら、カバー33はノブ45の末端内に挿入され、かつ、背面プレート47はノブ
45を介してカバー33の基端面に固定的に取付けられる。
【００３２】
　図１６、１７に示すように、起動デバイス38は本体49の各側部に配設された一対のクラ
ンプ駆動部材44を含む。クランプ駆動部材44の各々は、当該ギヤシャフトの末端部分上に
螺条形成部分40を有するギヤシャフト39と、該シャフトの基端部においてハンドルノブ45
の起動ギヤ46と係合するためのギヤ41とを含む。ギヤシャフト39上の螺条形成部分40は螺
条形成円筒従動子42内に挿入され、かつ、一対のピニオン43a、43bを有するヨーク43は、
該ヨーク43がギヤシャフト39の螺条形成部分40に沿い軸心方向に低速移動し得る如く、従
動子42の外面上に固定的に取付けられる。
【００３３】
　図１７に示すように、「Ａ」形状フレーム・ヘッドの操作ケーブル22はヨーク43の一対
のピニオン43a、43bに接続される。各ケーブル22の一端は、図１７に示された同一ヨーク
43のピニオンの各々に接続される。たとえば、頂部ヨーク43に接続された２本のケーブル
22は「Ａ」形状フレーム・ヘッド20の各側部における上側ケーブル経路22aを貫通するケ
ーブル22である一方、底部ヨーク43に接続された２本のケーブル22は下側ケーブル経路22
bを貫通する各ケーブル22である。故に操作時にハンドルノブ45が回動されるとき、起動
ギヤ46により各ギヤシャフト39は同一方向に回動される。各クランプ駆動部材44は相互の
逆側に配設されることから、ハンドルノブ45の回動によりヨーク43の各々は相互に逆方向
に移動する。頂部および底部ヨーク43の相対移動により、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20
の折畳み用アーム25の開閉操作が行われる。
【００３４】
　図１８、１９は、起動デバイス38が所定位置に無い「Ａ」形状フレーム用ハンドル30を
示している。「Ａ」形状フレーム用ハンドル30は、内視鏡用のチャネル52と、他の種々の
手術デバイスに対するチャネル53とを含んでいる。これらのチャネル52、53は、起動デバ
イス38の本体49内に収容される。上記ケーブル起動デバイスを収納する本体49が設置され
たなら、チャネル52、53に対するシール部材54を有する背面プレート47aは上記チャネル
の基端に取付けられる。各シール部材54は、図１５に示された複数のシール部材37に対す
る必要性を回避する如き深度までチャネル52、53内に延在し得る。
【００３５】
＜保護デバイス＞
　図２０は、本発明の実施例に係る保護デバイス60を示している。保護デバイス60は「Ａ
」形状フレーム・デバイス10の末端部分を覆うことで、食道3内への「Ａ」形状フレーム
・デバイス10の挿入の間における可能的損傷から食道壁4を保護すべく用いられる。デバ
イス60は、保護スリーブ62と、身体の外側まで延在するに十分な長さを有するハンドル64
とを含む。スリーブ62は、テーパ付けされた末端を備えた略円筒形状であり、かつ、該ス
リーブが覆う内視鏡器具からの鋭角的な縁部もしくは突起による裂開に耐えるに十分な強
度を有する材料で作成される。スリーブ62はまた十分な可撓性および変形性も有すること
から、「Ａ」形状フレーム・デバイス10が胃内で所定位置とされたならば該スリーブは「
Ａ」形状フレーム・デバイス10の作業チャネルを介して引戻され得る。
【００３６】
　好適にはスリーブ62は、ポリウレタン被覆により補強されたポリマ・メッシュ(たとえ
ばテトラヒドロフラン)で作成される。但し、マイラー(mylar：登録商標)、ナイロン、PE
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T、ポリエチレンまたはビニルなどの業界公知の他の任意の適切な材料も利用され得る。
これに加えてスリーブ62の表面はヒドロゲルまたは業界公知の他の任意の潤滑材料により
被覆されることで、食道3または他の体腔に対する更に容易な通過が許容される。鞘体62
はまたその末端に開口63も有することで、視認のための内視鏡の通過を許容する。スリー
ブ62はまた、内視鏡により「Ａ」形状フレーム・デバイス10を更に正確に視認して位置決
めすべく透光性の材料でも作成され得る。ハンドル64は、食道を通過するに十分な可撓性
を有する。ハンドル64は基端側ホルダ64'を有するが、これらは両者ともに、「Ａ」形状
フレーム・デバイス10の作業チャネル内に挿入されるに十分な小径を有する。好適には保
護デバイス60は、「Ａ」形状フレーム・デバイス10内へと後方負荷され、すなわち「Ａ」
形状フレーム・デバイス10の末端内へと負荷される。図２１は、代替実施例のスリーブ62
aを示している。スリーブ62aは図２０に示されたものより僅かに長寸のテーパ付き末端部
分を有すると共に、更に可撓で薄寸のメンブレン材料から作成され得る。スリーブ62、62
aの典型的な厚みは、0.010インチの名目的厚みにより0.005インチ乃至0.010インチに亙り
得る。
【００３７】
　図２２Ａ、２２Ｂは、本発明の更なる別実施例に係る保護デバイス66を示している。保
護デバイス66は、テーパ付けされた末端を備えた概略的に中空で円筒状の膨張可能バルー
ン67と、該デバイスの基端に配設された流体供給部材69とを含む。流体供給部材69はまた
、空気供給源もしくは他の生体適合性流体(たとえば塩水溶液)に接続されてバルーン67を
充填すべく、たとえばルアロック(luer-lock)型のコネクタの如きコネクタも含み得る。
「Ａ」形状フレーム・デバイス10の挿入に先立ち、流体供給部材69は流体供給管68を介し
て生体適合流体をバルーン67に供給する。バルーン67の末端部分は、空気を受容してバル
ーン67を膨張させるべく管68と流体連通するポート70を有する。挿入の間において、膨張
されたバルーン67は「Ａ」形状フレーム・ヘッド20が食道組織と接触する前に食道を事前
拡張することで、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20と組織との間の接触により引き起こされ
る可能的損傷から食道組織を保護する。バルーン67の円筒状開口65は、視認のための内視
鏡に対する通路を提供する。バルーン67が完全に膨張されたなら、挿入の間において該バ
ルーン67は該バルーン67と内視鏡との間における間隙をシールする。
【００３８】
　流体供給管68はまた、保護デバイス66を取り外すためのハンドルとしても使用され得る
。バルーン67が収縮された後、管68は引張られることでバルーン67が引抜かれる。十分な
可撓性を有するバルーン67は反転されると共に、「Ａ」形状フレーム・デバイス10の作業
チャネルに嵌合する。挿入／取り外し操作のために、流体供給管68と共にまたはそれに代
えてスタイレットもしくは可撓ケーブルなどの他の適切なデバイスが使用され得る。
【００３９】
　図２３Ａ、２３Ｂは、本発明の更なる別実施例に係る保護デバイス78を示している。図
２２Ａ～図２２Ｂに示された保護デバイス66と同様にデバイス78は、テーパ付けされた末
端部分74を備えると共に概略的に中空で円筒状の膨張可能バルーン75を含む。この実施例
においてバルーン75の末端部分74は該バルーン75の残部よりも厚寸の膨張部分76を有する
ことで、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20の前方に対する緩衝器を提供している。末端部分
74の内面は、空気を受けてバルーン75を膨張するために流体供給管68と流体連通する流体
供給ポート77を含む。バルーン75が膨張され、かつ、内視鏡が開口65を介して挿入された
とき、バルーン75は、挿入の間において該バルーン75と内視鏡との間の間隙をシールする
手段を備え得る。
【００４０】
　2001年8月3日に出願されると共に本発明と同様に本出願人に譲渡され、その開示内容は
言及したことにより本明細書中に援用されるイェム・チン(Yem Chin)の米国特許出願第09
/920,809号に記述された実施例の如く、保護デバイスの他の種々の実施例が代替的に利用
され得る。
【００４１】
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＜内挿式デバイス＞
　図２４は、本発明の実施例に係る内挿式デバイス(invagination device)を示している
。図示された内挿式デバイスは、組織を把持すべく空気吸引機構を用いる吸引把持器80で
ある。把持器80はその主要構成要素として、把持器ヘッド85、コイル孔管87および把持器
ハンドル90を含む。図２５に示すように、吸引把持器80は「Ａ」形状フレーム・デバイス
10の作業チャネルの内径より僅かに小さい外径を有することから、把持器80は「Ａ」形状
フレーム・デバイス10の作業チャネル内に挿入され得る。
【００４２】
　図２６、２７は、把持器ヘッド85の種々の構成要素を示す該把持器ヘッド85の平面図お
よび底面図である。各図の上部は組立て形態における把持器ヘッド85を示し、各図の残り
の部分は個々の構成要素を示している。把持器ヘッド85は、ステンレス鋼もしくはチタン
などの金属、ポリマ、セラミクスまたはそれらの他の任意の組合せで作成され得る。これ
に加えて把持器ヘッド85の少なくとも一部はポリマもしくは弾性材料で被覆されることで
、組織と把持器ヘッド85との間の更に柔軟な接触を提供し、かつ、組織に対する該把持器
ヘッドの把持を増進する。
【００４３】
　把持器ヘッド85は、ヘッド84と、顎部アセンブリ82と、ポリマまたはガラスから成る透
光性凹状インサート86と、顎部操作デバイス88とを含む。ヘッド84は開口83を有し、該開
口を介して組織は吸引により把持される。図２７Ａ～図２７Ｄは、操作のための上記顎部
アセンブリの種々の組立て接続段階を概略的に示している。顎部アセンブリ82は、開き付
勢された可撓スプリング・セット82cに溶接された一対の顎部82a、82bを含む。スプリン
グ・セット82cは各端部に開口82d、82eを有すると共に、ネジなどの適切な固定手段によ
り把持器ヘッド84に固定される。顎部操作デバイス88は、操作ケーブル89のループを含む
。図２７Ｄに示すように、顎部82a、82bの各々はその側部にフライス削りされた溝82f、8
2gを有し、かつ、操作ケーブル89はスプリング・セット82cと溝82f、82gとの間を通過す
る。組立ての間においてケーブル89の一端は、順番に、スプリング・セット82cの基端開
口82eを通り、顎部82a、82bの内の一方の顎部の溝82f、82gを通り、スプリング・セット8
2cの末端開口82dを通り、顎部82bの内の他方の顎部の溝82f、82gを通り、最後にスプリン
グ・セット82cの基端開口82eを通される。図２７Ｃに示すように、好適には操作ケーブル
89は末端開口82dを通過した後で末端にて旋回されて該末端に小寸ループ89aを形成するこ
とから、ケーブル89は交差ケーブルにより開口82dと接続される。上記基端開口は、同様
の様式でケーブル89に接続される。
【００４４】
　操作時に(以下に記述される如くハンドル90により)操作ケーブル89のループを引張ると
、可撓スプリング・セット82cはU形状へと変形することで、一対の顎部82a、82bは閉じら
れる。一対の顎部82a、82bは開口83の直近に配設されることで、吸引が行われたなら組織
を更に緊密に保持する。凹状インサート86は把持器ヘッド84の背面側を覆うことで、吸引
把持器ヘッド85の内側に適切な真空を形成する。凹状インサート86は透光性であることか
ら、組織を把持かつ保持するプロセスは内視鏡から容易に観察され得る。
【００４５】
　図２８～図３１は、把持器シャフト87に接続されて把持器ヘッド85を操作する把持器ハ
ンドル90を示している。図２８に示すように、把持器シャフト87は、熱収縮材料92により
覆われた一重巻回もしくは多重巻回のコイル91である。把持器シャフト87は、把持した食
道組織を胃の中に押込むのに十分剛性があるが、身体内の蛇行経路を縦走するのに十分な
ほど撓曲可能である。代替的に把持器シャフト87は、限定的なものとしてで無く、一重も
しくは多重の押出し部材、編組またはコイル補強部材、および、皮下管などのカテーテル
業界で公知の任意デバイスとされ得る。
【００４６】
　把持器ハンドル90は、基部94、カバー96および顎部用ノブ98を含む。顎部用ノブ98は螺
条形成シャフト97に対して機械的に連結される。螺条形成シャフト97内には従動子99が挿
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入されることから、螺条形成シャフト97が回転されたときに従動子99は螺条形成シャフト
97の螺条形成部分に沿い軸心方向に移動し得る。操作ケーブル89のループは、ピン93によ
り従動子99上に圧着される(図３１参照)。カバー96は管継手95を含むと共に該管継手を介
して真空吸引が提供され、かつ、基部94はコイル孔管87と連通する中空ボアを有する。管
継手95から把持器ヘッド85への真空経路をシールすべく、たとえばO-リング、ゴムシール
などの種々のシール部材が用いられる。
【００４７】
　操作時には管継手95に対して(不図示の)真空源が接続されることで、図２６、２７に示
された把持器ヘッド85内に所望量の吸引力が生成される。これにより、組織は吸引されて
把持器ヘッド85の開口83内に保持される。組織が開口83内に適切に保持されたなら、顎部
用ノブ98が回転されて螺条形成シャフト97を回転させ、該シャフトは把持器ヘッド85から
離間する方向に従動子99を移動させる。次に、従動子99の移動によりケーブル89が引張ら
れると共に顎部82a、82bは閉じられ、吸引により開口83内に保持された組織を堅固に把持
する。
【００４８】
　代替実施例においては、たとえばクランプ、ピンセット、フック、吸盤もしくは管など
の種々の組織固定手段を有する他の内挿式デバイスが利用され得る。
【００４９】
＜締着具投入システム＞
　図３２～図３６を参照すると、此処では本発明の実施例に係る締着具投入システムが記
述される。投入システム100はその主要構成要素として、投入案内部材101、投入ニードル
120および押圧器125を含む。投入システム100は、相互に締着されるべき各組織層に対し
て組織締着具を投入して展開すべく用いられる。
【００５０】
　投入案内部材101は、螺条形成遷移片115を介して導管105に接続されたドライバ・ヘッ
ド110と、基端側ハンドル130とを含む。図３４は、本発明の実施例に係るドライバ・ヘッ
ド110の構成を示している。この実施例においてヘッド110は、図３４の底部の２つの図に
示された２つの相互接続片である。図３４の頂部の図は、組立てられたヘッド110である
。ヘッド110は、ステンレス鋼もしくはチタンなどの金属、ポリマ、セラミクスまたはそ
れらの他の任意の組合せで作成され得る。これに加えてヘッド110の少なくとも一部はポ
リマもしくは弾性材料で被覆されることで、組織に対する更に柔軟な接触を提供する。
【００５１】
　ヘッド110は、その頂面に形成された締着具着座部112を含む。本明細書中において更に
記述される如く、締着具着座部112内には展開のために締着具200、210、220、230、240の
基端側部材201a、221、231、241が載置される。締着具着座部112の形状は、使用される締
着具の形式および形状に依存して変更され得る。図３４の中央に示すように、ヘッド110
は、導管105の遷移片115に連結するための螺条形成部分116と、ニードル120の通過のため
に所望の所定偏向角度を有する内部溝114とを含む。好適にはヘッド110は、本明細書中に
おいて更に記述される如く、締着具が所定位置で展開された後で過剰な接続部材材料を切
断すべく切断部材212を載置するための内部スロット118を含み得る。代替的にはヘッド11
0もしくはニードル120が、過剰な接続部材材料を切断する切断部材を含み得る。導管105
は、熱収縮材料により覆われたコイル孔管とされ得る。図３５に示すように、導管105の
基端は、駆動ハンドル127に接続される。本明細書中において更に記述される如く駆動ハ
ンドル127は、投入案内部材101の内孔の内側に摺動可能に挿入されたニードル120の軸心
方向動作および回転動作を制限すべく長寸スロット124を含み得る。
　図３２の底部の２つの図は、本発明の実施例に係る投入ニードル120および投入押圧器1
25を示している。図３３に示すように、ニードル120は、事前湾曲された末端部分と、組
織締着具の展開の間において折畳まれた組織層を穿孔する鋭角斜面末端121とを有する。
投入ニードル120は、上記投入案内部材内孔の内径よりも小寸の外径を有することで該内
孔の内側で投入案内部材101に対して摺動すべく構成された中空導管である。押圧器125は
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好適には投入ニードル120の内径よりも小寸の外径を有する可撓ケーブルであることから
、押圧器125はニードル120内に摺動可能に挿入され得る。図３３は、本発明の実施例に係
るニードル120の末端部分と押圧器125とを示している。
　図３５の底部の２つの図は、本発明の実施例に係る投入ニードル120に対するニードル
・ドライバ128と投入押圧器125に対する押圧器ドライバ129とを示している。ニードル・
ドライバ128は、駆動ハンドル127の内径より僅かに小寸の外径を有する略円筒状の末端部
分128aと、駆動ハンドル127の内径より大寸の外径を有する略円筒状の末端部分128bとを
含む中空管である。故に末端部分128bは、駆動案内部材101の内孔内に挿入されたならば
ニードル120の移動を制限すると共に、該ニードル120が上記内孔内に落下するのを防止す
る。ニードル・ドライバ128はまた、該ニードル・ドライバ128の外側面に関して横断方向
に突出する案内部材128cも含み得る。案内部材128cは駆動ハンドル127内に形成された長
寸スロット124内に案内されることで、ニードル・ドライバ128の軸心方向動作および回転
動作を制限する。
【００５２】
　押圧器ドライバ129もまた、ニードル・ドライバ128の内径より僅かに小寸の外径を有す
る末端部分129aと、ニードル・ドライバ128の内径よりも大寸の外径を有する末端部分129
bとを含み得る。故に末端部分129bは、ニードル120に貫通挿入されたならば、押圧器125
の移動を制限すると共に該押圧器ドライバ129がニードル120の内孔内に落下するのを防止
する。押圧器125は、展開の間において締着具の一部を把持する手段を含み得る。この把
持手段は、押圧器125の末端に取付けられた一対の顎部、または、押圧器125の端部におけ
る一対の分割端部であって両者間に締着具を保持すべく構成された一対の分割端部とされ
得る。
【００５３】
＜組織締着具＞
　図３７Ａ～図３７Ｂおよび図３８Ａ～図３８Ｃを参照すると、此処では本発明に係る組
織締着具の種々の実施例が記述される。図３７Ａ、３７Ｂは、たとえば縫合糸、バー、コ
イルもしくはスプリングなどの接続部材205に各々が接続された基端側部材201aおよび末
端側部材201bを有する二重「Ｔ」形状締着具200、210を示している。上記接続部材は、自
己調節を行うべく弾性的とされ得る。図３７Ａに示された締着具200は、接続部材205の両
端部に実質的に同一の部材201a、201bを有する。図３７Ｂに示された実施例において食道
側の基端側部材211は、胃側の末端側部材201より大きな占有面積を有する。これは、食道
組織の大きな領域に対して力を分散させるべく作用する。基端側部材211は、患者に対す
る損傷を最小化すべく円滑な外側面形状を有し得る。
【００５４】
　図３８Ａ～図３８Ｃは、本発明の種々の実施例に係る調節可能な組織締着具を示してい
る。各図に示された締着具220、230、240は各末端側部材201よりも大きな占有面積を有す
る基端側部材221、231、241を有する。更に、各末端側部材201は(接続部材205などの)接
続部材の末端に対して固定的に取付けられる一方、基端側部材221、231、241は接続部材2
05の丈に沿い軸心移動可能であることから、末端側部材と基端側部材との間における締着
張力が調節され得る。これらの実施例の詳細な説明は、組織層の締着方法と共に本明細書
中で更に示される。代替的に、本発明と同様に本出願人に譲渡されると共にその開示内容
は言及したことにより本明細書中に援用されるロバート・デブリース等(Robert DeVries 
et al.)の米国特許出願第10/230,672号に記述された実施例などの組織締着具の他の種々
の実施例が利用され得る。
【００５５】
＜処置の各段階＞
　図３９～図４６を参照すると、此処では本発明の実施例に係る内孔内的胃底皺襞形成術
の代表的方法が記述される。図３９は、食道3内への「Ａ」形状フレーム・デバイス10の
経口的挿入を概略的に示している。挿入の間において、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20を
覆うべく保護スリーブ62が配備される。好適には、保護スリーブ62の外側面には適切な潤
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滑材料が適用される。保護スリーブ62は、挿入の間における可能的損傷から食道壁4を保
護する。保護スリーブ62はその末端にて、視認のために該スリーブ62から内視鏡250が外
方に突出するための開口を有する。たとえば図２２、２３に示された実施例などの他の形
式の保護スリーブが代替的に利用され得ることを理解すべきである。
【００５６】
　図４０に示すように、「Ａ」形状フレーム・ヘッド20が安全に胃食道接合部位へと挿入
されたなら、保護スリーブ62は「Ａ」形状フレーム・デバイス10の作業チャネルを介して
「Ａ」形状フレーム・ヘッド20から引抜かれる。これは、保護スリーブ62のハンドルを基
端方向に引張ることでスリーブ62を反転させて作業チャネル内へと移動させ、其処で上記
スリーブが引抜かれることで達成され得る。内視鏡250は、次に、「Ａ」形状フレーム・
ヘッド20および作業領域を視認すべく胃7内で後屈される。図４１に示すように、「Ａ」
形状フレーム・ヘッド20が胃内において位置決めされたなら、「Ａ」形状フレーム・ヘッ
ド20の折畳み用アーム25は降下管15の基端上の「Ａ」形状フレーム用ハンドル30を用いて
開成される。折畳み用アーム25は胃7内に延在する。次に、上記「Ａ」形状フレーム・ヘ
ッドは、胃食道接合部の上方にて食道内で適切に位置決めされる。
【００５７】
　図４２に示すように、上記折畳み用アームを開いて「Ａ」形状フレーム・ヘッド20が適
切に位置決めされ、かつ、食道壁および胃底壁4、6が折畳みの準備ができたとき、たとえ
ば把持器85などの内挿式デバイスが「Ａ」形状フレームの降下管15内に前進され、かつ、
食道壁4の近傍に位置決めされる。図４３に示すように、次に、不図示の真空源が投入さ
れて吸引力により食道壁4は堅固に把持される。食道壁4の把持は、吸引が付与されたとき
に壁部4を更に緊密に保持すべく吸引開口83の近傍に載置され得る顎部82a、82bを起動す
ることで増進され得る。
【００５８】
　次に、図４４に示すように、胃の基底部が食道壁4の近傍に折畳まれる前に、堅固に把
持された食道壁4は胃7内に押し下げられる。次に、図４５に示すように、折畳み用アーム
25は胃底壁6を食道壁4の近傍へと閉じかつ折畳むことから、皺襞形成折畳部1が生成され
る。折畳み用アーム25は皺襞形成折畳部1を堅固に保持する一方、把持器85からの真空と
顎部82a、82bによる把持とが解除される。把持器85は顎部82a、82bと共に、「Ａ」形状フ
レーム・ヘッド20から引抜かれる。
【００５９】
　此処では図４６～図４７を参照し、本発明の実施例に係る組織締着具により皺襞形成折
畳部1を締着する方法が記述される。胃食道接合部にて皺襞形成折畳部1を生成した後、「
Ａ」形状フレーム・ヘッド20の作業チャネル内には図３２～図３６に示された締着具投入
システム100が挿入される。上記「Ａ」形状フレーム・デバイス内への挿入に先立ち、組
織締着具200の基端側部材201aはヘッド110の外側頂面上に形成された締着具着座部112上
に載置され、かつ、末端側部材201bはニードル120の末端部分の内側に載置される。
【００６０】
　図４６に示すように、二重「Ｔ」形状締着具200を収納する投入システム100は、「Ａ」
形状フレーム・ヘッド20内で前進されると共に、折畳み用アーム25により保持された皺襞
形成折畳部1の近傍に載置される。図４６に示すように、鋭角切断縁部121を有するニード
ル120は、次に、ヘッド110内に形成された内部溝114に沿い案内されて皺襞形成折畳部1を
穿孔する。ニードル120が皺襞形成折畳部1を通過したなら押圧器125は末端側部材201bを
胃側へと更に僅かに押圧することから、末端側部材201bはニードル内孔から外方に延在し
て胃底壁6に繋止し得る。図４６の右側の図に示すように、末端側部材201bは所定長さを
以て接続部材205の末端に固定的に取付けられることから、基端側部材201aは締着具着座
部112から脱落して食道側壁4に対して繋止する。とりわけ、用いられる組織締着具の形式
および所望の締着強度に依存して、上述の方法を反復することで付加的な組織締着具200
が載置され得る。概略的に、「Ａ」形状フレーム・デバイス10の全体は別の締着具を載置
すべく食道内で回転可能かつ軸心方向に変位可能である。これに加え、「Ａ」形状フレー
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ム・デバイス10に対して上記締着具投入システムのみが移動され得る。図４７は、複数の
二重「Ｔ」形状締着具200が所定位置とされた胃食道接合部を示している。この実施例に
おいて接続部材205は、所定の固定長さを有する。
【００６１】
　図４８～図５０は、本発明の別実施例に係る組織締着具220により皺襞形成折畳部1を締
着する方法を概略的に示している。図４６～図４７の実施例と同様に「Ａ」形状フレーム
・デバイス10内への挿入に先立ち、組織締着具220の基端側部材221はヘッド110の外側頂
面上に形成された締着具着座部112上に載置され、かつ、末端側部材201はニードル120の
末端部分の内側に載置される。好適には末端側部材201はニードル120の内面に対する締ま
り嵌めを有することから、末端側部材201はニードル120から脱落しない。代替的に押圧器
125はその末端にて、末端側部材201を保持する把持手段を有する。
【００６２】
　操作手順は、該手順が調節可能締着具を含み、かつ、締着具の基端側部材が末端側部材
よりも大きな占有面積を有することを除き、図４６～図４７に示された方法と実質的に同
一である。たとえば末端側部材201は接続部材205の末端に固定的に繋止される一方、基端
側部材221は接続部材205の丈に沿い軸心移動可能であることから締着張力が調節され得る
。接続部材205は、身体の外側へと延在し得るか、または、身体の外側へと延在する適切
な把持器／押圧器デバイスに接続される。好適には基端側部材221は、末端側部材201に向
かう方向にのみ移動可能である。
【００６３】
　図４８に示すように、ニードル120および組織締着具220が皺襞形成折畳部1の近傍にも
たらされたなら、ニードル120は皺襞形成折畳部1を穿孔し、締着具220の末端側部材201を
胃側7内へと搬送する。図４８の右側の図に示すように、末端側部材201が胃側7内に落下
した後、基端側部材221は締着具着座部112から脱落して無拘束的に食道側壁4に臨む。次
に、図４９の右側部分に示すように、接続部材205の基端205aが引戻され、締着具の末端
側および基端側部材221、201間の張力が緊張される。
【００６４】
　所望に応じて張力が調節された後、基端側部材221を越える一切の過剰な接続部材205a
は、ヘッド110内に形成された内部スロット118に配設されたブレード部材212により切断
される。この実施例においてブレード部材212は眼球形状開口214を有し、該開口を介して
接続部材205は基端側部材212の背後へと通過する。図４９に示すように、好適には、「Ａ
」形状フレーム・デバイス10内への投入システム200の挿入に先立ち、ブレード部材212は
内部スロット118内に載置されると共に締着具220の基端側部材221は締着具着座部112内に
載置され、基端側部材221の背後の接続部材205はブレード部材212の開口214を貫通する。
上記開口の周縁部の少なくとも一部は、過剰接続部材205aを切断する鋭角的縁部を有する
。ブレード部材212の起動は、ワイヤ、ケーブルまたは他の同様の機構212aにより該ブレ
ード部材212に取付けられた任意の適切な基端側起動デバイスにより達成され得る。図５
０は、所定位置における複数のボタン式締着具220を備えた胃食道接合部を示している。
【００６５】
　図５１は、本発明の更なる別実施例に係る複数個のドーム型ボタン式締着具230を所定
位置に備えた胃食道接合部を示している。ドーム型ボタン式締着具230は、強化された支
持効果を提供する。この締着具230もまた張力調節可能であり、接続部材205の張力を調節
するタブ235を含む。好適にはタブ235は、締着具230の基端側部材231上に着座すると共に
、該基端側部材231において接続部材205が貫通する開口236を閉成する。故に、接続部材2
05が引張られると、タブ235は僅かに上記開口を開成する。所望の張力が達成されたなら
、接続部材205は解除され、かつ、タブ235は上記接続部材に対する基端側部材231の移動
を固定する。代替的に接続部材205は、たとえばタブ235と干渉すべく構成された隆起部お
よびノッチであって好適には一方向(図５１の矢印を参照)においてのみ基端側への変位を
許容する隆起部およびノッチなどの他の適切な摩擦手段を含み得る。
【００６６】
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　図５２は、本発明の更なる別実施例に係る複数のボタン式締着具240を所定位置に備え
た胃食道接合部を示している。締着具240の基端側部材241は、両者間がスロット244によ
り連通された第1および第2開口243、246を有する。接続部材205は好適には均一な間隔で
離間された複数の結び目205bを含むが、各結び目205bは任意の所望の均一なまたは非均一
な間隔で離間され得る。第1開口243の面積は結び目205bが該開口243を自由に通過するの
を許容するに十分に大寸である一方、第2開口245の面積は該開口245を結び目205bが通過
するのを許容しない様に結び目205bの外径よりも小さい。上記スロットの開口は、接続部
材205の直径よりも僅かに大寸なだけである。操作時に、複数の結び目205bを有する接続
部材205は、第1開口243内に位置されると共に、末端側および基端側部材201、241の間に
て接続部材205における所望レベルの張力を達成すべく調節される。所望張力が達成され
たなら、接続部材205は第2開口246へと移送されることで、基端側部材241に対して対応結
び目205bを保持する。
【００６７】
　同様の作用特性を有する組織締着具の他の適切な設計態様が利用され得る。更に、開示
された組織締着具200、210、220、230、240は業界公知の他の任意の適切な展開機構と共
に使用され得る。
【００６８】
　本発明は本開示においてたとえば胃食道接合部において実施される胃底皺襞形成処置な
どのGERDの治療で用いられるべく示されたが、本発明の組織締着具および関連展開方法お
よびシステムは任意数の異なる疾患状態を治療すべく用いられ得ると共に任意の所望の身
体組織を締着すべく用いられ得ることは理解される。
【００６９】
　当業者であれば、本明細書を考慮しかつ本明細書中に開示された発明を実施することで
本発明の他の実施例は明らかであろう。本明細書および各例は単に例示的と見做され、発
明の真の有効範囲および精神は添付の各請求項により示されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】下部食道括約筋(LES)と胃の基底部との領域における胃腸管の断面図である。
【図２】胃底皺襞形成処置が実施された後における下部食道括約筋(LES)と胃の基底部と
の領域における胃腸管の断面図である。
【図３】胃底皺襞形成処置が実施された後において図２のＡ－Ａ′平面の断面を示す下部
食道括約筋(LES)と胃の基底部との領域における胃腸管の斜視図である。
【図４】本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム・デバイスの斜視図である。
【図５】折畳み用アームを閉じ位置とした本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム・ヘ
ッドの側面図、平面図および前面図である。
【図６】折畳み用アームを閉じ位置とした本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム・ヘ
ッドの側面図、平面図および前面図である。
【図７】折畳み用アームを閉じ位置とした本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム・ヘ
ッドの側面図、平面図および前面図である。
【図８】折畳み用アームを開き位置とした図５～図７の「Ａ」形状フレーム・ヘッドの斜
視図である。
【図９】図８の区画Ｂの拡大図である。
【図１０】本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム・ヘッドの折畳み可能アームの開成
操作および閉成操作を示す概略図である。
【図１１】本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム・ヘッドの折畳み可能アームの開成
操作および閉成操作を示す概略図である。
【図１２】本発明の実施例に係る種々の組立て段階を示す降下管の斜視図である。
【図１３】本発明の実施例に係る末端側アダプタの斜視図である。
【図１４】本発明の実施例に係る基端側アダプタの斜視図である。
【図１５】本発明の実施例に係る「Ａ」形状フレーム用ハンドルの構成要素を示す該「Ａ



(20) JP 4782421 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

」形状フレーム用ハンドルの分解斜視図である。
【図１６】各構成要素を露出すべく各部分が取り外された本発明の別実施例に係る「Ａ」
形状フレーム用ハンドルの側面図である。
【図１７】一定の構成要素を示すべく各部分が取り外された「Ａ」形状フレーム用ハンド
ルの部分的平面図である。
【図１８】所定位置に起動デバイスが無い図１６の「Ａ」形状フレーム用ハンドルの側面
図および端面図である。
【図１９】所定位置に起動デバイスが無い図１６の「Ａ」形状フレーム用ハンドルの側面
図および端面図である。
【図２０】本発明の実施例に係る保護デバイスの斜視図である。
【図２１】本発明の別実施例に係る保護デバイスの側面図である。
【図２２Ａ】本発明の更なる別実施例に係る保護デバイスの斜視図である。
【図２２Ｂ】図２２ＡのＸ－Ｘ′平面に沿った図２２Ｂの保護デバイスの断面図である。
【図２３Ａ】本発明の更なる別実施例に係る保護デバイスの斜視図である。
【図２３Ｂ】図２３ＡのＹ－Ｙ′平面に沿った図２３Ａの保護デバイスの断面図である。
【図２４】本発明の実施例に係る吸引把持器の斜視図である。
【図２５】図２４に示された吸引把持器を備えた図４の「Ａ」形状フレーム・デバイスの
斜視図である。
【図２６】種々の構成要素を示す本発明の実施例に係る把持器ヘッドの平面図および底面
図である。
【図２７】種々の構成要素を示す本発明の実施例に係る把持器ヘッドの平面図および底面
図である。
【図２７Ａ】本発明の実施例に係る操作ケーブルと一対の顎部との接続方法の概略図であ
る。
【図２７Ｂ】本発明の実施例に係る操作ケーブルと一対の顎部との接続方法の概略図であ
る。
【図２７Ｃ】本発明の実施例に係る操作ケーブルと一対の顎部との接続方法の概略図であ
る。
【図２７Ｄ】本発明の実施例に係る操作ケーブルと一対の顎部との接続方法の概略図であ
る。
【図２８】本発明の実施例に係る把持器ハンドルの種々の図である。
【図２９】図２８に示された把持器ハンドルの側面図である。
【図３０】図２８に示された把持器ハンドルの別の側面図である。
【図３１】図２８に示された把持器ハンドルの種々の構成要素を示す該把持器ハンドルの
分解斜視図である。
【図３２】本発明の実施例に係る上記システムの種々の構成要素を示す締着具投入システ
ムの斜視図である。
【図３３】本発明の実施例に係るニードルおよび押圧器の側面図である。
【図３４】図３２に示された締着具投入システムの二部材式ヘッドの詳細図である。
【図３５】本発明の実施例に係る投入システム・ハンドルの本体、ニードル・ドライバお
よび押圧器ドライバの側面図である。
【図３６】本発明の実施例に係る投入システム・ハンドルの側面図である。
【図３７Ａ】本発明の種々の実施例に係る二重「Ｔ」形状締着具の代表的実施例を示す図
である。
【図３７Ｂ】本発明の種々の実施例に係る二重「Ｔ」形状締着具の代表的実施例を示す図
である。
【図３８Ａ】本発明の種々の実施例に係る調節可能なボタン式締着具の代表的実施例を示
す図である。
【図３８Ｂ】本発明の種々の実施例に係る調節可能なボタン式締着具の代表的実施例を示
す図である。
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【図３８Ｃ】本発明の種々の実施例に係る調節可能なボタン式締着具の代表的実施例を示
す図である。
【図３９】本発明の実施例に係る内視鏡式組織締着方法の概略図である。
【図４０】本発明の実施例に係る内視鏡式組織締着方法の概略図である。
【図４１】本発明の実施例に係る内視鏡式組織締着方法の概略図である。
【図４２】本発明の実施例に係る内視鏡式組織締着方法の概略図である。
【図４３】本発明の実施例に係る内視鏡式組織締着方法の概略図である。
【図４４】本発明の実施例に係る内視鏡式組織締着方法の概略図である。
【図４５】本発明の実施例に係る内視鏡式組織締着方法の概略図である。
【図４６】本発明の実施例に係る多重組織層締着方法の概略図である。
【図４７】二重「Ｔ」形状締着具により胃底皺襞形成処置が実施された後における下部食
道括約筋(LES)と胃の基底部との領域における胃腸管の斜視図である。
【図４８】本発明の別実施例に係る多重組織層締着方法の概略図である。
【図４９】本発明の別実施例に係る多重組織層締着方法の概略図である。
【図５０】図３８Ａ、３８Ｂ、３８Ｃに示された組織締着具の種々の実施例により胃底皺
襞形成処置が夫々実施された後における下部食道括約筋(LES)と胃の基底部との領域にお
ける胃腸管の斜視図である。
【図５１】図３８Ａ、３８Ｂ、３８Ｃに示された組織締着具の種々の実施例により胃底皺
襞形成処置が夫々実施された後における下部食道括約筋(LES)と胃の基底部との領域にお
ける胃腸管の斜視図である。
【図５２】図３８Ａ、３８Ｂ、３８Ｃに示された組織締着具の種々の実施例により胃底皺
襞形成処置が夫々実施された後における下部食道括約筋(LES)と胃の基底部との領域にお
ける胃腸管の斜視図である。
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摘要(译)

公开了用于紧固多个组织层的内窥镜装置和方法，例如内窥镜胃底折叠
术。该装置可包括，例如，细长管状构件，其具有用于延伸到主体外部
的近端和用于定位在多个组织层附近的远端，抓紧器构造成用于定位在
管状构件的远端附近并用于抓握多个组织层中的至少一个，连接到管状
构件的远端用于将多个组织层折叠在一起的装置，构造成插入组织层中
以将组织层保持在一起的组织紧固件，以及紧固件头用于将组织紧固件
插入组织层中。


